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個 別 注 記 表 
 

重要な会計方針に係る事項に関する注記 

１．資産の評価基準および評価方法 

（１）有価証券の評価基準および評価方法 

    その他有価証券 

     時価のあるもの         決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算出） 

     時価のないもの         移動平均法による原価法 

（２）たな卸資産の評価基準および評価方法  

    貯蔵品              移動平均法による原価法 

２．固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産            建物（建物附属設備を含む）および車両運搬具は定

額法 

上記以外については定率法 

（２）無形固定資産            定額法 

３．引当金の計上方法 

（１）貸倒引当金 

    債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま

す。 

（２）賞与引当金 

    従業員に対する賞与の支払に備えるため、支給見込額基準に基づき計上しております。 

（３）退職給付引当金 

    従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上して

おります。 

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）

による定額法により翌期から費用処理しております。 

４．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

（１）リース取引の処理方法 

    リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス･リース取引

については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

（２）消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 

 

 


